
 
 

災害時における農業集落排水の汚水等移送に関する協定書 

 

千葉市（以下「甲」という。）と千葉市環境保全協同組合（以下「乙」という。）は、「千

葉市地域防災計画」で定める災害（以下「災害」という。）が発生した場合における農業集

落排水の汚水等移送業務（以下「汚水等移送業務」という。）に関し、次のとおり協定を締

結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害発生時において農業集落排水施設の被災等から市民生活に影響

を及ぼすおそれのある滞留している汚水等を円滑に移送するため、甲、乙間における汚水

等移送業務に関する基本的事項を定め、もって災害に対し迅速かつ的確に対応すること

を目的とする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、汚水等移送業務の必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請するもの

とする。 

２ 乙は、前項の協力要請を受けたときは、汚水等移送業務に必要な人員、車両等を出動さ

せ、甲が実施する汚水等移送業務に協力するものとする。 

 

（協力体制） 

第３条 乙は、前条第１項の要請を受けた場合に速やかに汚水等移送業務を実施するため、

乙の組合員で、千葉市の浄化槽清掃業及び一般廃棄物収集運搬業の許可のある業者を割

り当て、速やかに協力体制を整備するものとする。 

 

 （協力要請の手続） 

第４条 甲は、第２条第１項の規定により、乙に協力を要請しようとするときは、協力要請

書（様式第１号）により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等

で次の各号に掲げる事項を通知して行うことができるものとする。 

（１）移送場所 

（２）車両規模及び台数 

（３）移送日時 

（４）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 甲は、口頭又は電話等で要請を行った場合には、事後、速やかに協力要請書（様式第１

号）を提出するものとする。 

３ 乙は、甲から協力要請があったときは、汚水等移送業務を実施する者（以下「実施業者」

という。）に第１項各号に掲げる事項を連絡するものとする。 

 

（業務の実施） 

第５条 乙は、甲から第２条第１項の規定による要請があったときは、必要な人員、車両を

調達し、実施業者を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、実施業者に汚水等移送業務

を実施させるものとする。 

 

 （実施の報告） 

第６条 乙は、甲より要請された汚水等移送業務を完了したときは、遅滞なくその結果を完

了報告書（様式第２号）（以下「報告書」という）により甲に報告するものとする。ただ

し、緊急を要するときは、口頭又は電話等で報告し、その後、速やかに報告書を提出する

ものとする。 



 
 

 

 （事故の報告） 

第７条 乙は、第５条の規定による汚水等移送業務の実施にあたり、実施業者が死亡、負傷、

疾病又は障害の状態となった場合は、事故報告書（様式第３号）により速やかに甲に報告

するものとする。 

  

（災害補償） 

第８条 実施業者が第５条の規定による汚水等移送業務の実施にあたり、死亡し、負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合において、その者又はその者の遺族

若しくは被扶養者に対する災害補償については、乙の組合員が加入する労働者災害補償

保険法（昭和２２年法律第５０号）の補償給付によるものととする。 

 

（第三者の損害が生じたときの措置） 

第９条 乙は、実施業者が第５条の規定による汚水等移送業務の実施にあたり、その責に

帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、乙の責任において、その処理解決

に当たるものとする。 

 

（費用の負担） 

第 10条 乙が第５条の規定による汚水等移送業務の実施に要する費用は、甲が負担するも

のとする。 

２ 前項に規定する費用の額、支払方法等については、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 11条 本協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書により

協定終了の申し出がない限り継続するものとする。 

 

 （定めのない事項等の処理） 

第 12条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、甲乙協議して定めるものと

する。 

 

 

 

この協定の締結を証するため本協定書２通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自１

通を保有するもとする。 

 

  令和２年３月２６日 

       甲  千葉市中央区千葉港１番１号 

                           千葉市 

  千葉市長  熊 谷  俊 人 

 

 

                乙  千葉市緑区誉田町３丁目７８番地 

                   千葉市環境保全協同組合 

                   代表理事  大 野  光 政 

 


